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（別途通信料金が必要となります）

スマホ携帯から
携帯でQRコードを
読み込んで下さい

賃金アンケートにご協力を!!
回答はWebのみ♪

賃
金
ア
ン
ケ
ー
ト
Ｈ
Ｐ

全組合員を対象に、インターネット
（パソコン・スマートフォンを利用）
で賃金アンケートを実施します!
■受付期間：７月31日まで
■調査対象月：今年3月の一か月間

立
派
な
社
会
人
と
な
る
こ
と
を
誓
い
、決
意
を
新
た
に

令和７年度　建築・硝子が合同で入校式

合同入校式で校長の激励に耳を傾ける新入生たち

　

４
月
11
日(

金)

、
広
島
県
建

築
高
等
職
業
訓
練
校
お
よ
び
広

島
硝
子
高
等
職
業
訓
練
校
の
令

和
７
年
度
合
同
入
校
式
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
今
年
度
は
両
校

合
わ
せ
て
14
人
（
建
築
訓
練
校

８
人
、
硝
子
訓
練
校
６
人
）
の

新
入
生
が
入
校
し
、
晴
れ
て
技

能
者
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し

ま
し
た
。

　

式
典
で
は
建
築
・
原
校
長
よ

り
「
建
設
業
界
を
支
え
る
人
材

は
『
宝
』
で
あ
り
、
入
校
生
の

皆
さ
ん
に
は
、
働
き
な
が
ら
学

ぶ
と
い
う
困
難
な
環
境
の
中
で
、

自
ら
を
鍛
え
、
国
家
資
格
取
得

◆
令
和
７
年
度
新
入
生
◆

　
【
建
築
訓
練
校
８
人
】

　
　

佐
藤　

陸
斗
さ
ん

　
　

司
山　

久
美
子
さ
ん

　
　

堀
田　

翠
雨
さ
ん

14人が技能者への
第一歩を踏み出す

1 実施期間
　2025年12月24日(水)12時まで
2 企画対象者
　実施期間中に組合加入手続きを完了し

た方。
3 手続きの流れ

①広島建労LINE公式アカウント「友だち
追加」するとクーポンを発行。

②新規加入者が組合加入手続きの際、地
連窓口でクーポンを提示。

③毎月、企画対象者を集約し、1,000円
分のクオカードを郵送でプレゼント。

組合加入応援企画
今年も実施!

回
答
は
こ
ち
ら
か
ら

(

所
要
時
間
5
分
程
度)

に
向
け
て
励
ん
で
ほ
し
い
」
と

の
激
励
の
言
葉
が
贈
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
在
校
生
代
表
・
原

歩
夢
さ
ん
か
ら
は
「
訓
練
生
と

し
て
の
自
覚
と
責
任
を
持
ち
、

学
習
や
実
習
に
努
力
し
ま
し
ょ

う
」
と
温
か
い
歓
迎
の
辞
が
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
入
校
生
代
表
・
花
木

來
希
さ
ん
（
硝
子
校
）
が
「
今

日
の
感
激
を
忘
れ
ず
、
学
習
や

実
習
に
励
み
、
立
派
な
社
会
人

と
な
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
」
と

力
強
く
誓
い
の
辞
を
述
べ
、
決

意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

　

厳
し
い
環
境
の
中
で
の
訓
練

で
は
あ
り
ま
す
が
、
訓
練
生
た

ち
は
未
来
の
建
設
業
界
を
支
え

る
貴
重
な
人
材
と
し
て
、
力
強

く
歩
み
始
め
ま
し
た
。
我
々
組

合
も
今
後
、
彼
ら
の
成
長
と
活

躍
を
温
か
く
見
守
り
、
必
要
な

支
援
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

　
　

松
田　

侑
磨
さ
ん

　
　

西
川　

航
太
さ
ん

　
　

古
谷　

真
那
斗
さ
ん

　
　

平
本　

誠
二
さ
ん

　
　

渡
邊　

真
音
さ
ん

新
入
生
の
声

技
術
を
も
っ
と

大
工
の
道
へ

　

第
５
地
連
瀬
戸
内

西
川　

航
太
さ
ん

　

第
２
地
連
芦
品

佐
藤　

陸
斗
さ
ん

　

小
さ
い
頃
か
ら
大
工
の
父
の

仕
事
を
見
て
育
ち
ま
し
た
。
一

度
は
配
管
工
に
な
っ
た
け
ど
、

や
っ
ぱ
り
大
工
の
道
に
進
み
た

く
て
父
の
も
と
へ
。
伝
統
的
な

技
術
を
学
び
な
が
ら
、
し
っ
か

り
腕
を
磨
い
て
い
き
た
い
で
す
。

　

高
校
卒
業
後
に
建
設
会
社
で

大
工
を
し
て
い
て
、
専
務
の
紹

介
で
入
校
し
ま
し
た
。
技
術
を

も
っ
と
身
に
つ
け
た
い
し
、
資

格
も
取
り
た
い
と
思
っ
て
ま
す
。

資
格
が
あ
れ
ば
会
社
で
も
優
遇

さ
れ
る
の
で
、
し
っ
か
り
頑
張

り
た
い
で
す
。

組合加入時に
広島建労LINE
「友だち追加」で
もらえるクーポン
提示で１,000円分の
クオカードを
プレゼント！

日時は以下の通りです。広島
建労HP「新着情報」に掲載
の開催案内に従っ
てお申込みくださ
い。申込書は地連
窓口にも設置して
います。
日　　時：9月28日(日)

9：00～13：30
会　　場：
　広島建労会館　2F会議室
　(広島市西区横川新町8-12)
受  講  料：
　組合員4,400円(税込)
　員　外6,600円(税込)
定　　員：30人
申込締切：9月8日(月)まで

2025年4月15日に公布された「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」により、職場での熱中症対策が事業者の
義務として強化されます。違反した場合には罰則も科されるため、迅速な対応が求められます。（2025年6月1日施行)

熱中症対策は労働者の安全と健康を守る
ための重要な取り組みです。

【改正のポイント】
１．対象作業
・ＷBGT(湿球黒球温度)28度以上、ま

たは気温31度以上の環境で、連続1時
間以上または1日4時間を超える作業。

２．事業者の義務
・報告体制の整備と周知
　熱中症の自覚症状がある作業者やそ

のおそれがある作業者が報告できる体制を整備し、
周知すること。
・重篤化防止措置の策定と周知
　作業からの離脱、身体の冷却、医師の診察などの手

順を定め、関係者に周知すること。
３．罰則
・違反した場合、「6ヶ月以下

の懲役または50万円以下の罰
金」が科される可能性があり
ます。

事業者が行うべき対応
・WBGTや気温の測定による作業環境の確認
・報告体制や措置手順の策定と周知
・労働者への安全衛生教育の実施

基
本
的
な
考
え
方

詳
し
く
は
、
右
記
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
厚

生
労
働
省
の
資
料
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・死亡災害が2年連続で30人レベル。
・熱中症は死亡災害に至る割合が、

他の災害の約5～6倍。
・死亡者の約7割は屋外作業である

ため、気候変動の影響により更
なる増加の懸念。

「職場における熱中症予防基本対
策要綱」や「STOP!熱中症クール
ワークキャンペーン実施要綱」で
実施を求めている事項、現場で効
果を上げている対策を参考に、

「丸のこ等取扱い作業
従事者安全教育」
講習のご案内

職
場
に
お
け
る
熱
中
症
対
策
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た

職場における熱中症による死亡災害の傾向 早急に求められる対策

現場において
死亡に至らせない
(重篤化させない)ための

適切な対策の実施が必要
ほとんどが

「初期症状の放置・対応の遅れ」

見つける 判断する 対処する

一
般
社
団
法
人
  広島県建築センター協

会

加
盟
会
員

一
般
社
団
法
人
  広島県建築センター協

会

加
盟
会
員
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建設国保からのお知らせ 広島県建設国民健康保険組合

◎70歳から74歳の人

一定以上
（課税所得が690万円以上） 212万円
（課税所得が380万円以上） 141万円
（課税所得が145万円以上） 67万円

一般（一定以上にも低所得にも該当しない） 56万円
低所得Ⅱ（世帯全員が住民税非課税） 31万円
低所得Ⅰ（世帯全員が住民税非課税で所得もない） 19万円

◎70歳未満の人
ア／旧ただし書所得901万円超 212万円
イ／旧ただし書所得600万円超～901万円以下 141万円
ウ／旧ただし書所得210万円超～600万円以下 67万円
エ／旧ただし書所得210万円以下 60万円
オ／住民税非課税 34万円

　 医療保険と介護保険の両方を利用する世帯において、医療保険及び介護保険の自己負担の合計が著しく高額となり一定額を
超えた場合、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。
　（各医療保険ごとに自己負担額が合算される為、同一世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません）

自
己
負
担
限
度
額

※８月１日から翌年７月31日までの１年分を合算します。

高
額
介
護
合
算

　
　
療
養
費
に
つ
い
て

　人工透析や血友病などの高額な治療を著しく長期間にわ
たり継続しなければならない人については、申請をしてい
ただくと、１ヶ月の自己負担限度額が軽減されます。
　申請後、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をさ
れている方は、マイナンバーカードを医療機関に提示して
いただくことで１ヶ月の自己負担限度額が１万円となりま
す。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされてい
ない方は、「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付し
ますので、「資格確認書」と一緒に医療機関に提示してい
ただくことで１ヶ月の自己負担限度額が１万円となります。

※マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされてい
る方は「国民健康保険特定疾病療養受療証」は交付さ
れません。

　この制度は、特定疾病の治療に対してのみ有効で、複数
の医療機関で治療を受けられた場合は、医療機関ごとに自
己負担限度額（１万円）を負担することになります。

※70歳未満で人工透析を実施している慢性腎不全の自己
負担限度額は、上位所得者（基礎控除後の年間所得額
が600万を超える世帯の方）につきましては２万円とな
ります。

◎特定の疾病
１．人工腎臓（人工透析）を実施している慢性腎不全
２．血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第８因子

障害又は先天性血液凝固第９因子障害（血友病）
３．抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
　（HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに

限る）
◎申請に必要なもの
・印鑑　・医師の意見書
 ・組合員及び認定対象者の個人番号が確認出来るもの

※医師の意見書は所定の様式が各地域連合の窓口にあり
ますので、その様式に記入をしてもらうようにしてく
ださい。

国民健康保険特定疾病認定申請について
① 限度額適用認定証（高額療養費の現物給付）

医療費が高額になるとき、建設国保が発行する「限度額適用認定
証」等を受診の際に保険証と一緒に提示していただくことにより、医
療機関等での支払いが自己負担限度額までとなります。自己負担限度
額を超えた高額療養費の部分については、建設国保が直接医療機関等
に支払います。
※マイナンバーカードを利用できる医療機関・薬局では、ご本人が情

報提供に同意された場合、「限度額適用認定証」の提示がなくても
限度額を超える支払いはありません。

② 出産育児一時金の直接支払制度と受取代理制度
被保険者の方が出産したときにかかった出産費用に出産育児一時金

を充てることが出来るよう、原則として建設国保から出産育児一時金
が病院などに直接支払われる制度です。
　これらの制度を利用すると、分娩費用が48万8千円（※50万円）
を超えるときは、超えた分だけを医療機関等へ支払えば済みます。ま
た、分娩費用が48万8千円（※50万円）未満のときは、医療機関等へ
の支払いは不要となり、差額分を建設国保に請求することにより後日
建設国保から差額分が支給されます。
　受取代理制度を利用できるのは、出産育児一時金の支給を受ける見
込みがあり、出産予定日から2ヶ月以内の方で、受取代理制度を受け
ることができる医療機関等の了解と所属の地域連合での事前の手続き
が必要です。
　詳しくは所属の地域連合へお問い合わせ下さい。
※産科医療補償制度加入医療機関で出産された場合
○広島県で受取代理制度が利用可能な医療機関
　　【・医療法人社団　松田医院　　・柴田産婦人科皮膚科

・医療法人社団　日の浦会　佐々木産婦人科】
③ 貸付制度

建設国保では、高額な医療費または出産にかかる費用を支払うため
の当座の資金として、貸付制度（無利子）を設けています。
　貸付額はそれぞれの給付金の８割相当額ですが、上記①・②の制度
を利用したときには、貸付制度は利用できません。
　ご利用の組合員さんは、所属の建設労働組合の地域連合へ詳細をお
問い合わせのうえ、手続きを行ってください。

高額な医療費・出産費用負担軽減のための制度

　法人事業所(株式会社など)または従業員を常時5人
以上雇用する個人事業所は社会保険(健康保険と厚生年
金)の強制適用となります。
　ただし、すでに建設国保に加入の個人事業主が法人
になった日(※）などから14日以内に年金事務所へ「健
康保険適用除外」(厚生年金の取得)を申請して承認を
受けることにより、建設国保に残ることができます。
しかし、年金事務所への届け出が法人になった日(※）
などから14日を超えた時は、健康保険の適用除外が認

ま
ず
は
組
合
へ
ご
相
談
を

ご注意
ください

法人化（株式会社など設立）を予定している組合員の皆様へ

詳しくは所属の地連事務所までお尋ねください。

められず、建設国保に残ることができません。
　必ず期限内に組合で手続きを行い、年金事務所へ申
請してください。
※法人になった日とは…
・法人事業所（株式会社など）を設立した
・事業所を法人化（株式会社など）した
・個人事業所で常用の従業員が5人以上になった
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　仕事中や出勤・帰宅
途 中 の 事 故（ 交 通 事
故）による傷病は、労
働災害といい、労災保
険で治療を受けること
になっています。労働災害は国民健康保険
を使って治療を受けることはできません。
　もし、労働災害であるにもかかわらず国
民健康保険を使って治療を受けた場合、後
日その医療費を建設国保に返していただく

ことになります。
　労働災害で病院に受診する場合に
は、労働災害であることを告げ、必
ず労災保険で治療を受けてください。
　労災保険は、労働者を守る保険で
す。一人親方や事業主本人・家族で
あっても、一定の条件の下で特別に
加入することができます。万一に備
え、労災保険に加入するようにしま
しょう。

仕事中のケガなどは
労災保険で治療を

被保険者の課税標準額の
調査について

「法人事業所を設立した」
「法人事業所に勤め始めた」
「個人事業所だが、従業員が5名以上となった」など

　通常であれば社会保険（健康保険＋厚生年金）の適用となりますが、
国保組合の組合員においては「健康保険適用除外（並びに厚生年金の取
得申請）」を行えば、国保組合に残ることができます。しかし、健康保
険適用除外申請は、特別な事情がある場合を除き、事実発生から14日
以内（厚生年金は5日以内）に手続きを行わなければいけません。

　期限内に申請が行われず、社会保険に移行しなければならない事案も
発生していますので、申請しなければならない事実が生じた場合には、
必ず期限内に手続きを行っていただきますようお願いします。

70歳以上の外来療養に
係る年間の高額療養費

について
　 基 準 日（ ７ 月31日 ）
時点で一般区分又は低所
得区分である被保険者に
ついて、計算期間※（前
年８月１日から７月31
日まで）のうち一般区

分又は低所得区分であった月の外来療養に係る自己負担
額（月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の
額）を合算し、144,000円を超える場合は、その超えた
部分が申請により支給されます。

※計算期間中に加入している保険が変わった場合で
も、各医療保険での支払った自己負担額を合算し計
算できる場合があります。詳しくは所属の地域連合
にお問い合わせください。

　建設国保は自主運営の組合で、組
合員の皆さんから納めて頂く保険料
と国からの補助金により運営を行っ
ておりますが、この国からの補助金
は建設国保へ加入している方々の

所得状況により補助率が決定し補助されることとなっております。ま
た、この調査は国からの指示により３年に１度の実施となり、今年度
は実施の年となっております。
　調査事項は令和７年度の市町村民税に係る課税標準額で、調査対象
者は厚生労働省が指定した方式に則り決定された組合員とその家族の
方となります。
　調査方法につきましてはマイナンバーを利用し、お住まいの自治体
に直接照会のうえ情報を取得させて頂くことから、対象者の方にお手
数をおかけすることは少ないものと考えておりますが、照会の結果、
必要な情報が取得出来なかった場合にはご連絡等させていただくこと
もありますので、その際にはご協力いただきますようお願いいたします。
　国保組合を運営するにあたり大変重要な調査となっておりますこと
ご理解いただき、ご協力いただきますよう重ねてお願いいたします。

※取得する所得情報は当該調査以外の目的で使用することはありま
せん。

　令和６年12月２日以降、従来の保険証が新たに発行されなくなり、
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。現在お持ちの保
険証についても有効期限到来後の利用はできなくなり、医療機関等受
診の際はマイナ保険証又は資格確認書※を利用することとなります。

マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みでない方は、マイ
ナポータルやセブン銀行ATM、医療機関や薬局で顔認証付きカード
リーダーからでも利用登録ができますので、早めに登録を済ませま
しょう。

※マイナ保険証をお持ちでない方は、お手元の保険証の有効期限が
切れる前に当組合より資格確認書を送付いたします。

マイナンバーカードの保険証利用登録をしましょう！
マイナンバーカードを保険証として

利用することで、医療費・薬剤情報の
閲覧も可能となっており、これにより
初めて受診する医療機関等でも、より
適切な医療が受けられるようになりま
す。また、限度額適用認定証の手続き
なしで高額療養費の自己負担限度額を
超える支払いが不要になります。

健康保険
適用除外
申請に
ついて
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地連名 件数
第１地連 福 山 １ （１）
第２地連 芦 品 ２
第５地連 瀬 戸 内 （１）
第６地連 江 田 島 （１）
第７地連 広 島 ３
第８地連 広 島 西 （１）
第12地連 庄 原 １

計 ７ （４）
（　） 内は一人親方

5月1日の
組織人員
11,641人 カ

ー
プ
戦
で
交
流
会

「
次
回
も
」
と
反
響

可
憐
な
花
に
見
と
れ

山
の
め
ぐ
み
を
満
喫

晴
天
の
下
カ
ー
プ
観
戦

ビ
ー
ル
片
手
に
声
援
送
る

第１地 連第１地 連
福 山福 山

第１地 連第１地 連
福 山福 山

第９地連第９地連
広 島 北広 島 北

　

【
青
年
部
長
・
深
田
一
見
】

第
１
地
連
福
山
青
年
部
は
、
３

　

【
主
婦
の
会
会
長
・
稗
田
和

子
】
４
月
15
日(

火)

、
神
石
高

原
町
の
「
光
信
寺
の
湯
ゆ
っ
く

ら
」
へ
、
19
人
で
20
人
乗
り
の

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
に
乗
っ
て
行
き

ま
し
た
。
参
加
者
の
中
に
は
、

ご
夫
婦
で
参
加
し
て
く
だ
さ
っ

た
方
も
４
組
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。

10
時
に
第
１
地
連
福
山
を
出

月
30
日(

日)

に
マ
ツ
ダ
ス
タ
ジ

ア
ム
で
開
幕
戦
の
カ
ー
プ
対
タ

イ
ガ
ー
ス
戦
を
観
戦
し
ま
し
た
。

　

試
合
は
カ
ー
プ
が
２
連
敗
中

で
し
た
が
、
な
ん
と
か
２
対
０

で
勝
利
し
、
皆
さ
ん
大
変
盛
り

上
が
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
青

年
部
で
は
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

を
通
じ
て
青
年
部
員
同
士
の
交

流
が
あ
り
ま
し
た
が
、
近
年
は

大
会
が
中
止
と
な
り
、
「
何
か

交
流
の
機
会
を
設
け
ら
れ
な
い

か
」
と
考
え
て
今
回
の
企
画
に

至
り
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
青
年
部
員
と
役
員

の
皆
さ
ん
に
も
ご
協
力
い
た
だ

発
し
、
途
中
、
道
の
駅
さ
ん
わ

に
立
ち
寄
り
ま
し
た
。
そ
の
あ

た
り
か
ら
雨
が
ぽ
つ
ぽ
つ
と
降

り
始
め
ま
し
た
。
道
の
駅
に
は
、

神
石
こ
ん
に
ゃ
く
や
お
餅
、
今

が
旬
の
た
け
の
こ
、
こ
ご
み
、

わ
ら
び
、
つ
く
し
な
ど
、
山
の

恵
み
が
た
く
さ
ん
並
ん
で
い
ま

し
た
。
た
だ
し
、
お
米
だ
け
は

売
り
切
れ
て
い
ま
し
た
。

21
日　

第
８
地
連
木
工
教
室
（
佐
伯
地
区
）

22
日　

第
８
地
連
木
工
教
室

（
五
日
市
・
湯
来
・
そ
の
他
地
区
）

26-

27
日　

足
場
作
業
主
任
者
講
習

　
２
日　

四
役
会
議

　
５
日　

第
８
地
連
女
性
会
一
日
教
室

12
日　

第
５
地
連
特
定
健
診
（
呉
）

20
日　

第
５
地
連
特
定
健
診
（
呉
）

27
日　

石
綿
特
別
教
育

▼
６
〜
７
月
の
行
事
予
定
▲

6月7月

内　容 件数
工 具 ・ 機 械 ３
転 墜 落 ２
交 通 事 故 １
打 撲 ・ 捻 挫 １
転 倒 １
飛 来 ・ 落 下 １
そ の 他 ２

計 11

「カンガルーマーク」クイズ

紙
面
に
複
数
個
の
「
カ
ン
ガ
ル
ー
マ
ー
ク
」
が
印
刷
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
「
カ
ン
ガ
ル
ー
マ
ー
ク
」
の
総
数(

写
真
内
の
も
の

は
含
ま
な
い)

を
お
答
え
く
だ
さ
い
。
ハ
ガ
キ(

Ｆ
Ａ
Ｘ
可)

に
、

「
カ
ン
ガ
ル
ー
マ
ー
ク
の
総
数
・
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
所
属

地
連
名
・
『
広
建
新
報
』
に
つ
い
て
ひ
と
こ
と
感
想
」
を
明
記
し
て
、
広
島
建
労

・
県
本
部
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。
Ｈ
Ｐ
か
ら
も
応
募
可
能
〈
「
組
合
員
専
用
」

ペ
ー
ジ
〉
で
す
。
抽
選
の
上
、
10
人
の
方
へ
ク
オ
カ
ー
ド
を
差
し
上
げ
ま
す
。
な

お
、
応
募
締
め
切
り
は
今
月
末(
消
印
有
効)

ま
で
で
す(

正
解
：
５
月
号
は
３
個)

。

労働災害地連別件数一覧表
令和7年4月分

労災保険に入りましょう

令和６年度・優秀賞

か
も
し
れ
な
い
！

気
付
く
ゆ
と
り
が

事
故
防
ぐ

労働安全標語

第3地連しまなみ
西川　翔さん

※
あ
く
ま
で
予
定
で
す(

後
日
変
更
あ
り)

。
詳
細
は
県
本

部
ま
た
は
所
属
の
地
連
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

青
年
部
と
役
員
で
観
戦

「
ゆ
っ
く
ら
」
で
食
事

球
場
近
く
に
到
着
〜

　

【
北
広
島
・
教
宣
部
長
・
廣

増
一
宏
】
４
月
13
日(

日)

、
参

加
者
40
人
で
カ
ー
プ
観
戦
に
行

き
、
20
人
で
観
戦
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
「
次
回
も
行
き

た
い
」
と
の
声
も
寄
せ
ら
れ
、

嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
青
年
部
員
だ
け
で
な

く
、
よ
り
多
く
の
組
合
員
の
皆

　

そ
の
中
で
も
私
は
、
「
ヒ
ト

リ
シ
ズ
カ
」
と
い
う
花
に
一
目

ぼ
れ
し
ま
し
た
。
名
前
だ
け
は

知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
実
物
を

見
る
の
は
初
め
て
で
し
た
。
お

そ
ら
く
以
前
ど
こ
か
で
目
に
し

て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

き
ま
し
た
。

　

昨
年
は
雨
の
た
め
、
５
回
コ
ー

ル
ド
ゲ
ー
ム
と
い
う
残
念
な
結

果
で
し
た
が
、
今
年
は
一
転
し

て
晴
天
に
恵
ま
れ
、
球
場
へ
向

か
う
バ
ス
の
中
も
ウ
キ
ウ
キ
と

し
た
雰
囲
気
で
し
た
。
み
な
さ

ん
お
弁
当
や
お
菓
子
を
美
味
し

そ
う
に
楽
し
ん
で
お
ら
れ
ま
し

た
。

　

球
場
に
着
い
て
み
る
と
、
昨

年
よ
り
も
席
が
近
く
、
選
手
の

動
き
や
表
情
ま
で
は
っ
き
り
見

え
ま
し
た
。
冷
た
い
ビ
ー
ル
を

飲
み
な
が
ら
、
み
な
さ
ん
一
生

懸
命
に
声
援
を
送
り
、
見
事
に

カ
ー
プ
は
勝
利
し
ま
し
た
。

　

相
手
の
ミ
ス
も
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
も
運
の
う
ち
。
フ
ァ

ビ
ア
ン
選
手
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
も

見
る
こ
と
が
で
き
、
栗
林
選
手

が
９
回
を
し
っ
か
り
抑
え
て
、

み
な
さ
ん
満
足
そ
う
な
顔
で
帰

り
の
バ
ス
に
乗
り
込
み
ま
し
た
。

　

行
き
の
途
中
で
ビ
ー
ル
が
足

り
な
く
な
り
、
ス
ー
パ
ー
に
走
っ

て
買
い
に
行
く
と
い
う
ハ
プ
ニ

ン
グ
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ

も
笑
い
話
と
し
て
良
い
思
い
出

と
な
り
、
組
合
員
間
の
親
睦
を

深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

来
年
も
多
く
の
参
加
者
と
カ
ー

プ
観
戦
が
で
き
る
こ
と
を
楽
し

み
に
し
て
お
り
ま
す
。

一
般
社
団
法
人
  広島県建築センター協

会

加
盟
会
員

一
般
社
団
法
人
  広島県建築センター協

会

加
盟
会
員

【このマーク】

全建総連の新会館
の名称を募集

さ
ん
に
も
ご
参
加
い
た
だ
き
、

親
睦
を
深
め
な
が
ら
、
第
１
地

連
福
山
が
ま
す
ま
す
盛
り
上
が

る
よ
う
計
画
し
て
ま
い
り
ま
す
。

引
き
続
き
ご
協
力
の
ほ
ど
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

う
っ
と
り
と
見
と
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
小
さ
く
、
ひ
っ
そ
り

と
咲
く
可
憐
な
花
で
し
た
。

　

道
中
の
景
色
は
、
桜
が
満
開

か
、
少
し
散
り
始
め
て
い
る
頃

で
し
た
。
特
に
芝
桜
が
、
な
ん

と
も
言
い
表
せ
な
い
ほ
ど
色
と

り
ど
り
の
花
を
咲
か
せ
、
私
た

ち
を
歓
迎
し
て
く
れ
て
い
る
よ

う
で
し
た
。

　

外
は
肌
寒
く
感
じ
ら
れ
ま
し

た
が
、
「
ゆ
っ
く
ら
」
の
中
は

暖
か
く
、
お
風
呂
も
最
高
。
カ

ラ
オ
ケ
も
楽
し
く
、
昭
和
の
歌

を
大
き
な
声
で
歌
っ
て
盛
り
上

が
り
ま
し
た
。

　

帰
る
こ
ろ
に
は
雨
も
や
み
、

心
も
体
も
ぽ
か
ぽ
か
と
温
ま
る
、

素
晴
ら
し
い
１
日
と
な
り
ま
し

た
。

　全建総連では、2026年に完成予定の
新会館にふさわしい名称を募集していま
す。組合員、ご家族の皆さま、ふるってご応募ください。
募集期間：2025年5月1日～7月31日
応募資格：組合員・組合員の家族・専従者
賞　　品：最優秀賞(1点)：QUOカード5万円分＋採用

優 秀 賞(2点)：QUOカード5千円分
応募方法：応募用紙に必要事項を記入
し、E-mailまたは郵送でご応募ください。
詳しくは、こちらのQRコー
ドを読み取って、募集要項を
ご確認ください。

建設業における人手不足への対策として、建設技
能者の賃金を能力・経験に応じた適切なものとす
ることは有効な手段の一つです。

この助成金では、建設キャリアアップシステムを活用して、雇
用する建設技能者の処遇を改善する取組を行った中小建設事業
主に対して、その取組にかかる経費の一部を助成することで、
建設技能者全体の処遇を改善していくことを目的としています。

以下の全てを満たす中小事業主が対象です。
◆雇用保険料率が17.5/1,000であることもしくは建設業の許可

を得たうえで、雇用保険料率が17.5/1,000以外であること
◆資本金の額もしくは出資の額の総額が３億円以下もしくは

常時雇用する労働者数が300人以下であること

以下の取組を行うことが必要です。
◆雇用する全ての建設技能者について、建設キャリアアップ

システムの技能者登録を行うこと
◆能力評価制度のレベル判定でレベルが上がった者の賃金を

５％以上増加させること

算定対象となる建設技能者(※)の数×16万円
※レベル判定で昇格評定を受け、賃金が5％以上増加した技能者
(支給上限)一事業年度あたり160万円(10人×16万円)

賃金を増額改定する月の６か月前から２か月前までに提出

雇用する全ての技能者について技能者登録(詳細型登録)を完了
させる

能力評価制度のレベル判定を行いレベルを上げる(昇格評定)

レベルが上がった技能者の賃金を５％以上増加させて支給する

改定前後12か月間の賃金を比較し、５％以上増加していること
を確認する

取組終了後に支給申請書を提出し、助成金が支給される

※２「技能者登録」や３「昇格の評定」が、１「計画届の提
出」より前に行われている場合でも助成金
の対象になります。

詳しくは、こちらのQRコードを
読み取って、ご確認ください。

建設キャリアアップシステムを活用した
雇用管理改善の取組に対し、最大160万円
(一事業年度あたり)が支給されます!

人材確保等支援助成金
建設キャリアアップシステム等活用促進コース

助成金
の目的

支給対象となる事業者 中小建設事業主

助成対象となる取組

支給額

計画届の提出

技能者登録※

昇格の評定※

賃金の改定

賃金の比較

支給申請・支給

１

２

３

４

５

６

助成金の概要

申請手続き・流れ

考えて
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